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亀山市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（開所時間） （開所時間） 

第５条 放課後児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。 第５条 放課後児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

（５）昼生小学校区放課後児童クラブ 午後１時３０分から午後６時３０

分まで。ただし、土曜日、祝日法による休日及び休業日にあっては、

午前８時から午後６時３０分までとする。 

 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 定員 

亀山東小学校区放課後児童クラ

ブ 

亀山市本町一丁目９番９号 ４０人 

昼生小学校区放課後児童クラブ 亀山市中庄町１４０５番地 ２０人 

（略） （略） （略） 

関小学校区放課後児童クラブ 亀山市関町新所１９７５番地 ８０人 
 

名称 位置 定員 

亀山東小学校区放課後児童クラ

ブ 

亀山市本町一丁目９番９号 ４０人 

（略） （略） （略） 

関小学校区放課後児童クラブ 亀山市関町木崎８６４番地１ ４０人 
 

 



 

 

2 

亀山市営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

１ 市営住宅（借上げによる市営住宅を除く。）の名称、位置等 １ 市営住宅（借上げによる市営住宅を除く。）の名称、位置等 

 

設置年度 名称 位置 構造 戸数 

（略） （略） （略） （略） （略） 

昭和５０
年度 

住山住宅 住山町２３番地 簡易耐火
平家 

８  

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

設置年度 名称 位置 構造 戸数 

（略） （略） （略） （略） （略） 

昭和５０
年度 

住山住宅 住山町２３番地 簡易耐火
平家 

１４ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

２ （略） ２ （略） 
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